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事
業
計
画
、

翻
翻
翻

　本会の理事会・評議員会が、去る1月28日午後2時から、京都グラ

ンドホテルで開催された。会議では、平成5年度の事業計画案や歳入

歳出予算案等が審議され、緊急議題として「金峯山修験本宗本会加盟

の承認を求める件」が上程され、本会への加盟が承認された。

評
議
員
会

　
評
議
員
会
は
議
長
に
中
村
義
英
師
、
議
事
録
署
名

人
に
北
山
宏
明
、
梨
本
哲
雄
の
両
師
を
選
ん
で
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
一
号
「
理
事
及
び
監
事
の
変
更
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
二
号
「
平
成
五
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
三
号
「
平
成
五
年
度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
四
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

い
ず
れ
も
中
村
養
よ
り
上
灘
担
当
部
長
が
説
＋

明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ

れ
た
。理
　
　
事
　
　
会

　
理
事
会
は
、
議
長
に
石
上
理
事
長
、
議
事
録
署
名

人
に
上
村
正
剛
、
江
川
辰
三
の
両
師
を
選
ん
で
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
一
号
「
常
任
理
事
の
変
更
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
二
号
「
平
成
五
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
三
号
「
平
成
五
年
度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」
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い
ず
れ
も
石
上
議
長
よ
り
上
程
、
担
当
部
長
が
説

明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
つ
づ
い
て
、
ル
ン
ビ
ニ
i
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業
の

現
況
に
つ
い
て
の
ス
ラ
イ
ド
放
映
が
あ
り
、
休
憩
の

後
、
次
の
議
案
に
入
っ
た
。

　
議
案
第
四
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
五
号
「
金
峯
山
修
験
本
宗
本
会
加
盟
の
承

認
を
求
め
る
件
」

　
両
議
案
と
も
に
石
上
議
長
よ
り
上
程
、
担
当
部
長

が
説
明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
の
通
り
承
認
さ
れ

た
。　
議
案
に
関
す
る
議
事
が
終
了
し
た
後
、
理
事
会
・

評
議
員
会
に
共
通
す
る
報
告
事
項
と
し
て
、
黒
田
英

之
福
岡
県
仏
教
連
合
会
会
長
が
、
第
三
十
五
回
全
日

本
仏
教
徒
会
議
九
州
大
会
の
報
告
と
謝
辞
を
行
っ
た
。

ま
た
、
事
務
総
局
各
部
報
告
が
、
各
担
当
部
長
か
ら

行
わ
れ
た
。祝

辞
を
述
べ
る
奥
田
衆
議
院
議
員

山
折
哲
雄
氏
が
講
演

　
理
事
会
・
評
議
員
会
終
了
後
、
午
後
四
時
半
か
ら
、

「
日
本
仏
教
の
可
能
性
」
を
テ
ー
マ
に
、
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
山
折
哲
雄
氏
が
講
演
を

行
っ
た
。
山
折
氏
は
日
本
仏
教
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

平
安
仏
教
の
評
価
は
も
と
よ
り
、
江
戸
時
代
を
含
む

近
世
仏
教
の
再
評
価
に
話
が
お
よ
び
、
①
宗
派
間
の

垣
根
を
低
く
す
る
、
②
山
岳
仏
教
の
再
考
、
③
学
問

仏
教
か
ら
の
脱
却
、
の
三
つ
の
課
題
を
挙
げ
ら
れ
た
。

新
年
懇
親
会

　
午
後
六
時
か
ら
、
同
じ
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
を

会
場
に
、
恒
例
の
新
年
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
最
初
に
山
田
恵
諦
会
長
が
挨
拶
、
来
賓
と
し
て
出

席
し
た
奥
田
幹
生
衆
議
院
議
員
が
祝
辞
を
述
べ
、
石

上
理
事
長
の
発
声
で
乾
杯
、
約
百
五
十
名
の
出
席
者

に
よ
る
な
ご
や
か
な
懇
談
が
し
ば
し
続
い
た
。

乾
杯
の
発
声
を
す
る
石
上
理
事
長

1
1
広
く
統
一
し
て
ご
利
用
下
さ
い
1
1

　
花
ま
つ
り
の
行
事
は
年
々
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
さ
ら
に
全
国
的
に
浸
透
せ
し
め
る
た
め
、

全
日
本
仏
教
会
で
は
写
真
の
よ
う
な
統
一
し
た
ポ
ス

タ
ー
を
作
成
、
広
く
ご
利
用
頂
け
る
よ
う
頒
布
し
て

お
り
ま
す
。

　
明
る
い
春
の
野
に
静
か
に
に
立
っ
て
、
天
と
地
を

さ
す
お
釈
迦
さ
ま
の
姿
は
、
見
る
人
の
心
に
安
ら
ぎ

を
与
え
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
下
記
の
要
領
に
て
頒
布
い
た
し
ま
す
の
で
各
県
仏
、

都
市
仏
、
各
寺
院
、
幼
稚
園
、
保
育
園
な
ど
で
広
く

ご
利
用
下
さ
い
。

　
◎
サ
イ
ズ
　
七
五
㌢
×
五
二
㌢

　
◎
定
　
価
　
　
一
枚
　
百
円

　
　
送
料
実
費

　
◎
申
込
先
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七

　
　
　
　
　
－
四
　
全
日
本
仏
教
会

　
※
送
付
に
時
間
の
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
申
込
み
下
さ
い
。
毎
年
ギ
リ
ギ
リ
の
申

込
み
で
四
月
八
日
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
…
…
。
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@　

@　

@　

@　

@
石
川

　
第
二
十
回
「
業
・
栴
陀
羅
問
題
」
に
関
す
る
研
究

会
が
、
昨
年
十
二
月
十
入
日
午
後
一
時
か
ら
、
曹
洞

宗
宗
務
庁
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。

　
駒
沢
大
学
教
授
・
石
川
力
山
師
が
、
「
道
元
禅
師

と
激
論
」
を
テ
ー
マ
に
、
要
旨
次
の
よ
う
な
発
表
を

行
っ
た
。

　
　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※

一、

u
業
論
」
に
関
す
る
宗
門
の
「
公
式
見
解
」
に

　
つ
い
て

　
「
道
元
禅
師
と
業
論
」
、
あ
る
い
は
宗
門
に
お
け

る
業
論
の
基
本
的
な
理
解
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
こ

の
課
題
を
宗
門
と
し
て
真
正
面
か
ら
突
き
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
一
九
入
四
年
に
広
島
県
内

の
曹
洞
宗
寺
院
の
一
住
職
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
「
家
系
図
差
別
事
件
」
で
あ
る
。
そ
の
糾
弾
等
を

通
し
て
、
「
道
元
禅
師
の
業
観
を
ど
う
見
る
か
」
、
あ

る
い
は
「
道
元
禅
師
の
人
間
観
と
部
落
解
放
」
と
い

う
課
題
に
答
え
た
形
で
出
さ
れ
た
も
の
が
、
業
論
に

対
す
る
宗
門
の
見
解
で
あ
る
。

　
今
の
と
こ
ろ
宗
門
の
見
解
は
こ
れ
を
出
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
今
日
の
話
も
そ
の
要
旨
を
出
る
も
の

で
は
な
い
、
従
っ
て
、
こ
の
報
告
書
の
要
点
を
見
る 力

山
師
（
三
沢
大
島
）
が
発
表

こ
と
に
よ
り
、
道
元
禅
師
の
特
に
十
二
巻
本
『
正
法

眼
蔵
』
に
お
け
る
業
論
を
今
日
的
視
点
か
ら
見
直
す

立
脚
点
に
し
て
お
き
た
い
。

ω
　
仏
教
に
お
け
る
業
論
に
は
、
仏
教
徒
の
生
活
と

人
生
に
最
大
の
影
響
を
与
え
、
差
別
を
生
み
出
す
大

き
な
原
因
と
な
っ
た
言
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
業

の
観
念
を
も
っ
て
、
貧
富
や
階
級
の
上
下
、
恵
ま
れ

た
環
境
の
有
無
と
い
っ
た
社
会
的
な
現
象
ま
で
説
明

し
て
き
た
と
い
う
点
で
、
あ
る
意
味
で
は
仏
教
の
業

論
と
い
え
ば
こ
れ
が
中
心
だ
っ
た
。

②
　
も
う
一
つ
の
業
論
と
は
、
客
観
的
考
察
の
果
て

に
、
今
、
こ
こ
に
、
事
実
と
し
て
あ
る
自
己
の
状
況

を
、
主
体
的
に
把
握
す
る
自
己
認
識
の
問
題
で
あ
る
。

自
己
の
か
か
え
る
問
題
を
「
宗
教
的
実
存
」
の
立
場

か
ら
、
前
向
き
に
解
決
す
る
道
が
開
け
る
。
そ
し
て

こ
の
立
場
は
、
具
体
的
な
自
己
変
革
と
社
会
に
か
か

わ
る
内
的
な
力
を
生
み
出
す
契
機
に
な
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
実
存
言
霊
論
と
定
義
す
る
。

㈹
　
道
元
禅
師
の
業
論
に
つ
い
て
、
部
落
問
題
に
関

連
し
て
禅
師
の
人
間
観
を
見
る
こ
と
は
、
宗
派
の
長

い
歴
史
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
探
求
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
新
し
い
課
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
検
討

に
あ
た
っ
て
は
、
鎌
倉
時
代
と
い
う
現
実
の
歴
史
・

文
化
・
社
会
に
生
き
た
禅
師
自
身
に
、
明
ら
か
な
差

別
意
識
が
全
く
無
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
ず
、
「
宗

祖
無
謬
説
」
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ω
　
　
『
眼
蔵
』
の
「
三
時
業
」
は
主
に
、
現
世
で
つ

く
っ
た
因
が
、
い
つ
果
を
結
ぶ
か
と
い
う
課
題
で
あ

る
が
、
こ
の
中
に
宿
業
の
考
え
方
も
出
て
く
る
。
し

か
し
、
基
本
的
に
は
業
果
と
し
て
の
善
は
仏
道
修
行

の
機
会
を
持
て
た
こ
と
と
関
連
し
て
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
仏
道
修
行
の
順
良
法
受
と
い
う
こ
と
で
理
解

さ
れ
る
の
が
、
『
眼
蔵
』
の
基
本
的
な
枠
組
で
あ
る
。

㈲
　
　
「
三
時
業
」
の
巻
で
は
い
ず
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
現
在
を
ど
う
生
き
る
か
、
す
な
わ
ち
現
状
を
よ
く

生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
を
よ
毒
よ
と
険
＋

い
わ
ば
前
向
き
の
業
論
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

㈹
　
道
元
禅
師
は
、
客
観
的
因
果
論
と
い
う
よ
り
は
、

自
ら
の
現
状
を
ま
ず
自
ら
の
責
任
と
し
、
過
三
世
の

業
果
と
し
て
受
け
と
め
る
。
そ
し
て
正
し
い
行
為
を

な
し
得
る
こ
と
が
、
自
ら
の
宿
善
業
の
果
と
し
て
受

け
と
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
同
時

に
未
来
世
へ
善
業
を
積
む
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

ω
　
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
「
殺
生
」
の

問
題
や
身
分
秩
序
と
の
関
連
な
ど
、
現
実
の
側
か
ら

む
し
ろ
教
学
が
規
定
さ
れ
、
差
別
に
加
担
し
助
長
し

て
き
た
問
題
な
ど
、
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

二
、
『
眼
蔵
』
の
諸
車
成
本
と
十
二
巻
本
『
眼
蔵
』

　
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
、
道
元
禅
師
が
存
命
中
に
、
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も
し
く
は
こ
れ
に
近
接
す
る
時
代
に
編
成
巻
目
立
が

な
ざ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
七
十
五
・
六
十
・
十

二
・
二
十
八
の
各
巻
本
が
あ
る
。
中
で
も
十
二
巻
本

は
、
禅
師
最
晩
年
の
説
示
を
自
ら
編
集
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
『
密
蔵
』
の
諸
編
成
本
の
検
討
は
、
禅
師

の
仏
道
体
系
の
捉
え
方
を
探
る
目
安
に
な
り
、
そ
の

意
味
か
ら
十
二
巻
本
は
禅
師
の
「
業
の
体
系
」
だ
と

い
え
る
。

　
こ
の
十
二
巻
本
を
重
ん
ず
る
と
は
、
従
来
の
「
只

管
打
座
」
「
本
証
妙
修
」
で
語
っ
て
き
た
道
元
禅
の

特
色
を
「
般
若
尊
重
」
「
深
信
因
果
」
で
見
直
し
、

本
覚
思
想
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
因
果
を
深
く

信
ず
る
と
は
、
業
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
自
覚
す

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
己
の
い
か
な
る
行
為
に

対
し
て
も
責
任
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
等
の
論
の
継
承

す
べ
き
諸
点
を
踏
ま
え
、
最
晩
年
の
主
張
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
す
る
な
ら
、
十
二
巻
本
は
禅
師
自
身
の

生
涯
の
総
括
で
、
出
家
の
道
を
選
び
歩
み
続
け
て
間

違
い
な
か
っ
た
と
い
う
趣
旨
に
貫
か
れ
て
い
る
。
つ石川　力山師

．
ま
り
、
禅
師
が
言
う
業
・
因
果
と
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
生
々
世
々
に
わ
た
る
仏
道
修
行
の
業
・
因
果
以
外

に
あ
り
得
な
か
っ
た
。

三
、
十
二
巻
本
『
眼
蔵
』
の
『
浬
藥
経
』
引
用

　
　
『
眼
蔵
』
に
は
多
く
の
経
論
書
が
引
用
さ
れ
て
い

る
が
、
十
二
巻
本
特
有
の
引
用
は
『
浬
繋
経
』
で
あ

る
。
『
黒
田
経
』
に
よ
る
被
救
済
者
の
人
間
的
原
点

の
把
握
は
、
鎌
倉
仏
教
の
一
種
の
流
行
現
象
で
あ
る

が
、
禅
師
の
『
浬
藥
経
』
引
用
は
、
あ
く
ま
で
も
十

二
巻
本
全
体
の
趣
旨
、
つ
ま
り
出
家
・
修
行
を
因
と

し
て
、
成
仏
・
得
道
の
果
を
期
す
る
こ
と
を
徹
底
さ

せ
る
た
め
の
直
証
で
あ
り
、
『
浬
忍
野
』
が
本
来
意

図
し
た
仏
性
・
如
来
確
説
の
主
張
は
全
く
敷
術
さ
れ

て
い
な
い
。

四
、
『
浬
藥
経
』
の
「
一
落
提
」
「
栴
陀
羅
」
の
社
会

的
位
相
と
『
眼
蔵
』
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
提
供
し
た
い
一
つ
の
問
題
は
、
『
捏
看
経
』

に
お
け
る
「
一
聞
提
」
と
は
、
社
会
事
象
で
い
う
「
栴

陀
羅
」
の
存
在
を
、
教
学
的
に
「
一
撃
提
」
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
「
一
踏
面
1
1
施
陀
羅
」
説
の
根
拠
は
、
肉

食
と
殺
生
の
全
面
禁
止
と
い
う
こ
と
と
連
動
し
て
い

る
。
肉
食
の
全
面
禁
止
は
、
律
の
解
釈
に
お
け
る
大

乗
仏
教
の
結
論
で
、
律
で
は
本
来
、
波
羅
夷
罪
は
「
殺

人
」
、
肉
食
も
「
人
肉
」
等
の
例
外
を
除
い
て
許
容

さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
時
期
、
一
切
の
肉
食
と
殺

生
が
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
が
現
実
の
社
会
に
お
い
て
、

r
　
　
、

常
に
殺
生
・
肉
食
を
業
と
し
て
い
る
「
施
陀
羅
」
で

あ
る
と
さ
れ
、
加
え
て
そ
の
属
性
を
「
一
心
提
」
と

い
う
教
学
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
道
元
禅
師
が
捉
え
た
「
一
睡
提
」
に
は
、

『
浬
繋
経
』
で
い
う
よ
う
な
種
姓
や
属
性
、
あ
る
い

は
社
会
的
脈
絡
に
お
け
る
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い

と
見
ら
れ
る
。

五
、
『
正
法
眼
蔵
』
「
三
時
業
」
と
業
論
に
関
す
る
見

通
し
　
十
二
巻
本
の
中
で
も
特
に
重
要
な
「
三
時
業
」
の

巻
は
、
全
体
を
ほ
ぼ
有
部
の
論
書
で
あ
る
『
大
毘
婆

沙
論
』
の
引
用
で
構
成
し
、
こ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
つ

け
る
と
い
う
形
で
展
開
す
る
。

　
こ
こ
に
「
施
陀
西
行
」
と
し
て
、
払
拭
し
き
れ
な

い
宿
業
説
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
栴
陀
羅
の

行
」
と
は
イ
ン
ド
的
社
会
事
象
の
枠
組
で
見
れ
ば
、

殺
生
を
生
業
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
仏

教
的
に
は
悪
業
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
視
点

を
前
提
と
し
、
社
会
事
象
に
お
け
る
様
々
な
枠
組
を

持
つ
「
栴
陀
羅
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
差
別
語
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
闘
え
と
し
て
も
使
え
な

い
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
曲
論
の
枠
組
と
し
て
、
過
去
世
と
い
う
も
の
を
前

提
と
し
な
い
、
す
な
わ
ち
、
今
か
ら
だ
と
い
う
難
論

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
懲
懲
に
ど
の
よ

う
な
宗
教
性
を
付
与
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
こ

れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

一5一
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神
社
本
庁
総
務
部
長

　
第
二
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
が
、
去
る

一
月
二
十
二
日
午
後
一
時
か
ら
、
明
照
会
館
会
議
室

で
開
か
れ
た
。
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
さ
れ

た
神
社
本
庁
総
務
部
長
・
落
合
偉
準
準
は
、
「
靖
国

神
社
を
め
ぐ
る
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
、
要
旨
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
。

　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※

　
靖
国
神
社
の
問
題
に
関
し
、
大
部
分
の
論
議
が
、

十
分
野
る
基
礎
知
識
、
事
実
の
確
認
が
で
き
て
い
な

い
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
戦
後
に
な
り
、
靖
国
神
社
を
国
家
護
持
す
る
と
い

う
動
き
が
あ
り
、
過
去
に
何
回
か
「
国
家
護
持
法
案
」

が
提
出
さ
れ
、
廃
案
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
国
家
の
為
に
な
く
な
っ
た
人
に
対
し
て
、

総
理
大
臣
以
下
各
閣
僚
が
靖
国
神
社
へ
参
拝
を
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
か
な
り
強
く
な
っ
て

き
た
。

　
こ
の
「
国
家
護
持
法
案
」
も
内
容
に
つ
い
て
は
様
々

な
問
題
、
考
え
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
色

彩
を
一
切
取
り
除
き
、
鳥
居
も
撤
去
し
て
、
全
て
の

落
　
合

偉

岳

人
が
参
拝
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
で
あ
る
。

　
公
式
参
拝
の
運
動
は
、
神
社
本
庁
に
お
い
て
今
一

番
の
主
眼
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
靖
国
神
社
の

立
場
は
、
松
平
永
芳
靖
国
神
社
前
宮
司
の
著
書
で
あ

る
『
靖
国
神
社
を
よ
り
良
く
知
る
た
め
に
』
に
よ
れ

ば
、
国
家
護
持
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

政
治
家
等
が
き
て
神
社
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
参
拝

す
る
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
で
あ
る
が
、
一
国

の
総
理
が
単
な
る
敬
意
を
表
す
る
と
か
、
そ
う
い
う

政
治
的
な
意
向
で
勝
手
に
宗
教
色
を
薄
め
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
失
礼
千
万
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
総
理
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
を
は
じ
め
、
現
在
も

政
教
関
係
の
裁
判
が
多
数
起
き
て
い
る
。
ま
ず
、
な

ぜ
こ
ん
な
に
裁
判
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
一

つ
の
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。
私
自
身
は
単
純
に
総
理

が
靖
国
神
社
に
参
拝
を
す
る
こ
と
自
体
が
違
憲
だ
と

い
う
感
覚
は
持
っ
て
い
な
い
。
何
人
も
信
教
の
自
由

が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
総
理
で
あ
ろ
う
と
、

ご
く
普
通
の
人
で
あ
ろ
う
と
、
参
拝
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
は
問
題
が
な
い
と
思
う
。

　
た
だ
し
、
公
人
と
し
て
の
関
わ
り
方
が
ど
う
な
の

か
と
い
う
こ
と
が
議
論
に
な
る
。
靖
国
神
社
に
対
す

る
参
拝
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
形
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
自
分
達
の
信
仰
に
基
づ
い
て
参
拝
す
る
と
い

う
方
法
、
も
う
一
つ
は
表
敬
と
い
う
形
で
あ
る
。
大

多
数
の
遺
族
の
方
は
こ
の
表
敬
を
望
ん
で
い
る
と
、

私
自
身
は
理
解
を
し
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
靖
国
神
社
の
国
家
護
持
に
関
し
て

様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
松
平
前
宮
司
に
よ
れ
ば
、

〈
戦
後
、
「
国
家
護
持
」
と
い
う
言
葉
を
誰
が
唱
え

出
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
言
葉
が
非
常

に
誤
解
を
生
む
一
つ
の
原
因
と
な
り
、
多
数
の
同
胞

が
戦
前
の
神
社
運
営
は
総
て
国
家
が
行
い
、
経
常
費
　
　
卜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

等
ま
で
も
、
こ
と
ご
と
く
国
費
に
よ
っ
て
経
理
さ
れ

て
い
た
も
の
と
信
じ
込
ん
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
大
き
な
考
え
違
い
で
あ
っ
て
、
経
常
費
も

大
部
分
は
奉
納
金
（
初
穂
料
・
玉
串
料
・
寄
付
金
等
）
、

お
審
銭
、
お
ま
も
り
授
与
料
等
、
所
謂
社
頭
収
入
に

よ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
〉

　
と
し
て
、
神
社
保
管
記
録
の
内
か
ら
、
国
庫
支
出

の
実
情
に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
国
庫
支
出
金
額
と
社
頭
収
入
と
の
比
率
は
時

世
に
よ
っ
て
当
然
波
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
昭
和

十
七
年
度
と
二
十
年
度
に
於
け
る
比
率
を
示
す
と
、

（年

@
度
）
　
（
社
頭
収
入
）
　
（
国
庫
供
進
金
）
（
尊
上
百
分
率
）

昭
和
十
七
年
　
約
二
十
九
万
円
　
一
万
二
千
円
　
　
約
二
・
四
％
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同
　
二
十
年
　
約
百
二
十
万
円
　
一
万
二
千
円
　
　
約
○
・
六
％

　
そ
れ
か
ら
ま
た
大
き
な
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

東
京
裁
判
に
お
け
る
A
級
戦
犯
の
取
り
扱
い
が
あ
っ

た
。
松
平
前
宮
司
は
A
級
戦
犯
も
昭
和
殉
難
者
と
し

て
合
祀
す
る
と
い
う
立
場
を
と
り
、
こ
れ
に
対
し
て

「
A
級
戦
犯
を
祀
る
と
は
何
ご
と
だ
」
と
い
う
世
論

が
多
数
あ
っ
た
。
し
か
し
、
松
平
前
宮
司
は
「
昭
和

殉
難
者
靖
国
神
社
合
祀
の
根
拠
」
の
中
で
、
様
々
な

史
料
を
提
示
し
、
連
合
国
側
が
東
京
裁
判
に
よ
っ
て

判
決
を
下
し
た
方
々
は
日
本
の
国
内
法
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
り
、

神
社
と
し
て
他
の
遺
族
と
同
様
に
合
祀
申
し
上
げ
、

お
祀
り
し
て
当
然
で
あ
る
と
す
る
。

　
『
日
本
国
憲
法
』
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
、
多

数
の
政
教
問
題
が
惹
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の

一
つ
の
問
題
は
、
『
憲
法
』
そ
の
も
の
に
不
備
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
日
本
の
伝

統
に
則
し
て
、
日
本
国
民
に
あ
っ
た
運
用
と
解
釈
の

方
法
も
十
分
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
に

関
し
て
『
憲
法
』
は
改
正
せ
ず
と
も
、
十
分
そ
の
範

囲
内
で
我
が
国
に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
信
教
の
自
由

は
保
障
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
が
宗
教
と

全
く
無
関
係
に
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
宗

教
団
体
が
一
般
団
体
と
違
っ
た
、
世
俗
以
外
の
聖
な

る
領
域
に
お
い
て
は
た
す
役
割
が
、
十
分
に
大
切
な

も
の
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
『
宗
教
法
人
法
』
の
根

底
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
の
マ
ス
コ
ミ
等
が

こ
う
い
う
問
題
に
対
し
て
「
宗
教
法
人
の
優
遇
税

制
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
が
、
そ
れ
は
優
遇

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
法
人
に
対
し
て

当
然
と
ら
れ
た
措
置
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
憲
法
二
十
条
』
の
第
一
項
に
は
、
「
信
教
の
自
由

は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
、
ま

た
第
二
項
に
は
「
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、

儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な

い
」
と
い
う
条
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
が
国
の
長

い
歴
史
と
伝
統
で
、
国
家
や
地
方
公
共
団
体
が
宗
教

的
な
儀
式
・
行
事
・
祝
典
を
主
催
し
た
り
、
拘
わ
っ

た
り
す
る
ケ
ー
ス
は
当
然
あ
る
。
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
儀
式
等
に
参
加
す
る
の
を
強
制
し
て
は
い
け
な

い
、
・
と
こ
う
い
う
条
文
だ
と
私
は
理
解
を
し
て
い
る
。

　
事
実
、
終
戦
後
に
宗
教
的
な
儀
式
等
が
公
の
主
催

で
執
り
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
多
々
あ
る
。
総
理
大
臣

の
葬
儀
が
仏
式
や
神
道
式
で
、
公
の
行
事
と
し
て
執

り
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
上
陛
下
の
御
成
婚
が

昭
和
三
十
四
年
に
、
「
賢
所
御
前
の
儀
」
と
し
て
皇

室
の
伝
統
に
則
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

国
事
行
為
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。

　
「
大
嘗
祭
」
に
つ
い
て
は
国
事
行
為
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
私
共
の
こ
の
時
の
主
張
は
、
皇
室
の
伝
統

に
従
っ
て
国
家
の
重
儀
と
し
て
「
大
嘗
祭
」
を
御
再

考
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
国
事
行
為

を
主
張
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
例
え
ば
「
大
嘗
祭
」

が
国
事
行
為
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
世
俗
の
内
閣
が

そ
の
責
任
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
、
極
め
て
神
聖
な

る
部
分
を
含
ん
で
い
る
儀
式
と
い
う
も
の
を
や
る
と

い
う
こ
と
は
、
非
常
に
問
題
が
あ
る
か
ち
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
国
の
儀
式
と
し
て
行
う
条
件
と
し

て
、
伝
統
通
り
、
先
例
通
り
、
そ
の
神
事
が
行
わ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
国
の
儀
式
を
し
て
行
わ
れ
る
の
も

当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
信
仰
上

判
別
で
き
な
い
と
い
う
人
に
、
強
制
を
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
部
分
が
、
い
わ
ゆ
る
少
数
者
に
対
す
る

信
教
の
自
由
の
保
障
な
の
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
の
「
津
地
鎮
祭
訴
訟
」
の
最
高
裁

の
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
主
催
を
し
て
も
、
そ
の
こ
と

自
身
が
宗
教
的
な
儀
式
・
行
事
・
祝
典
を
主
催
を
し

ξ
そ
れ
が
た
だ
ち
に
．
憲
法
二
＋
条
』
第
三
項
＋

に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
宗
教
的
活
動

に
あ
た
る
か
ど
う
か
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
」
と
し

て
い
る
。
『
憲
法
二
十
条
』
の
第
二
項
と
第
三
項
に

つ
い
て
、
従
来
か
ら
我
々
と
立
場
を
異
に
す
る
憲
法

学
者
、
法
学
者
は
、
「
宗
教
的
な
儀
式
・
行
事
・
祝

典
、
即
、
宗
教
的
活
動
」
と
い
う
理
解
の
仕
方
を
し

て
い
る
。
し
か
し
、
地
鎮
祭
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は

目
的
効
果
基
準
か
ら
見
て
、
宗
教
的
活
動
に
あ
た

ら
な
い
と
い
う
判
断
が
出
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
高
裁
の
一
つ
の
判
決
と
い
う

も
の
を
正
確
に
理
解
を
し
て
行
け
ば
、
こ
れ
だ
け
の

政
教
分
離
に
関
す
る
問
題
は
起
こ
ら
な
い
し
、
起
こ

っ
て
く
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。



仏全1993年3月1日

　
　
【
訂
正
】

前
号
、
年
賀
広
告
中
で
「
藤
政
昭
」
師
を
誤
っ
て
、

「
藤
正
昭
」
師
と
、
ま
た
「
岡
田
法
順
」
師
を
誤
っ

て
、
「
岡
部
法
順
」
師
と
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
こ

こ
に
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
つ
つ
し
ん
で
お
詫
び
申

し
上
げ
ま
す
。

瀬
辺
　
淳
信
（
前
聴
骨
副
会
長
）

一
月
二
十
三
日
、
八
十
五
歳
で
遷
化

前
愛
知
県
仏
教
会
会
長

守
山
　
良
順
（
元
全
仏
副
会
長
）

一
月
三
十
一
日
、
九
十
一
歳
で
遷
化

前
浅
草
寺
貫
首

一　
ｱ
量
務
｛
局
儲
録
董
彰
§

　
　
　
　
　
日
宗
連
理
事
会

二
十
五
日
　
杉
山
本
願
寺
総
務
就
任
祝
賀
会
出
席

二
十
六
日
　
ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
会

二
十
入
日
　
理
事
・
評
議
員
会
、
新
年
懇
親
会

二
十
九
日
　
神
奈
川
県
仏
教
会
新
年
会
出
席

　
　
一
二
月
1

十
九
日
～
二
十
四
日

　
　
二
日

　
　
三
日

　
　
四
日

　
　
＋
日

＋
七
日

＋
八
日

二
＋
五
日

二
＋
六
日

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
修
正
会
出
席

基
本
法
中
央
集
会
出
席

局
内
会
議

北
之
内
膳
龍
師
追
悼
会
出
席

栃
木
県
仏
教
会
大
会
出
席

同
和
委
員
会
・
研
究
会

　
　
　
　
ネ
パ
ー
ル
現
地
調
査

法
律
相
談
室

局
内
会
議

○
仏
旗
（
大
）
た
て
蜘
㎝
よ
こ
㎜
㎝
三
二
、
○
○
○
円

○
豪
酒
（
中
）
た
て
9
0
㎝
よ
こ
燭
㎝
一
二
、
○
○
○
円

○
仏
旗
（
小
）
た
て
7
0
㎝
よ
こ
㎜
㎝
　
九
、
三
〇
〇
円

○
手
　
旗
　
　
た
て
3
5
㎝
よ
こ
5
0
㎝
　
八
、
○
○
○
円

○
法
輪
旗
　
　
昌
た
て
9
0
㎝
よ
こ
燭
㎝
　
七
、
四
〇
〇
円

　
　
　
、
お
申
し
込
み
は
全
日
本
仏
教
会
財
務
部

　
　
1
嗣
月
－

　
　
入
日
　
局
内
会
議

　
十
三
日
　
埼
玉
県
佛
教
会
新
年
会
出
席

　
　
　
　
　
文
化
庁
協
議
会
出
席

　
十
四
日
　
法
律
相
談
室

十
七
～
二
十
四
日
　
ネ
パ
ー
ル
現
地
調
査

　
十
八
日
　
同
和
委
員
会

　
二
十
日
　
自
民
党
大
会
出
席

二
十
二
日
　
局
内
会
議

　
　
　
　
　
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

　
　
　
　
一
九
九
三
年
三
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
一
へ
、

山田恵諦会長　ご染筆

（天台座主硯下）
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も
6
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亀
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◇
嘩
◇
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一
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ψ

発
行
人
　
旗
　
本
　
宏
　
昌
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
全

日

本
　
仏
　
教 f

・
毒
◆
も
◆
ら
◆
も
◆
も
◆
も
6
・
爆
◆
ら
◆
も
◆
も
◆
も
◆
辱
◆
与
◆
ら
◆
曝
◇
奄
◆
む

　
　
　
　
　
　
　
〒
】
〇
五
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
－
四

　
会
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